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条

例

青
森
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
五
十
六
号

青
森
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例

(

平
成
十
一
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
五
十
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中

｢

―
第
十
七
条｣

を

｢

・
第
十
六
条｣

に
、

｢

第
十
八
条
―
第
二
十
七
条｣

を

｢

第
十
七
条
―
第
二
十
六
条｣

に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
号
中

｢

違
反
に
係
る
は
り
紙
の
除
却｣

を

｢

措
置
及
び
こ
れ
に
係
る
費
用
の
徴
収｣

に
改
め
、
同
条
第
二
号
中

｢

は
り
札
及
び
立
看
板｣

を

｢

は
り
紙
、
は
り
札

等
、
広
告
旗
及
び
立
看
板
等｣

に
改
め
、
同
条
第
十
四
号
中

｢

第
二
十
六
条｣
を

｢

第
三
十
二
条｣

に
、

｢

美
観
風
致
の
維
持
及
び｣

を

｢

良
好
な
景
観
の
形
成
及
び
風
致
の
維

持
並
び
に｣

に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
十
五
号
と
し
、
同
条
第
十
三
号
中

｢

第
三
号
か
ら
第
六
号｣

を

｢

第
四
号
か
ら
第
七
号｣

に
、

｢

第
二
十
二
条
第
一
項｣

を

｢

第
二
十
八

条
第
一
項｣

に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
十
四
号
と
し
、
同
条
第
十
二
号
中

｢

第
三
号｣

を

｢
第
四
号｣

に
、

｢

第
二
十
条
第
一
項｣

を

｢

第
二
十
六
条
第
一
項｣

に
改
め
、
同
号

を
同
条
第
十
三
号
と
し
、
同
条
第
十
一
号
を
同
条
第
十
二
号
と
し
、
同
条
第
十
号
中

｢

第
三
号
か
ら
第
六
号｣

を

｢

第
四
号
か
ら
第
七
号｣

に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
十
一
号
と

し
、
同
条
第
九
号
中

｢

美
観
風
致
の
維
持
及
び｣

を

｢

良
好
な
景
観
の
形
成
及
び
風
致
の
維
持
並
び
に｣

に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
十
号
と
し
、
同
条
第
八
号
中

｢

第
三
号
か
ら

第
六
号｣

を

｢

第
四
号
か
ら
第
七
号｣

に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
九
号
と
し
、
同
条
第
七
号
中

｢

第
三
号｣

を

｢

第
四
号｣

に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
八
号
と
し
、
同
条
第
三
号
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か
ら
同
条
第
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
条
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

屋
外
広
告
物
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
広
告
物
及
び
掲
出
物
件
の
保
管
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
保
管
に
係
る
公
示
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
当

該
保
管
に
係
る
広
告
物
及
び
掲
出
物
件
の
売
却
並
び
に
当
該
売
却
に
係
る
代
金
の
保
管
並
び
に
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
保
管
に
係
る
広
告
物
及
び
掲
出
物
件
の
廃

棄
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
七
条
を
削
り
、
第
四
章
中
第
十
八
条
を
第
十
七
条
と
し
、
第
十
九
条
か
ら
第
二
十
三
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
二
十
四
条
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

青
森
県
公
害
防
止
条
例

(

昭
和
四
十
七
年
三
月
青
森
県
条
例
第
二
号
。
以
下

｢

公
害
防
止
条
例｣

と
い
う
。)

及
び
公
害
防
止
条
例
の
施
行
の
た
め
の
規
則
に
基
づ
く
事
務

の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
事
務
で
、
公
害
防
止
条
例
第
四
十
七
条
に
規
定
す
る
騒
音
規
制
地
域
又
は
公
害
防
止
条
例
第
五
十
八
条
の
三
に
規
定
す
る
振
動
規
制
地
域
が
そ
の
区
域

内
に
あ
る
各
市
の
区
域
に
係
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
市
が
処
理
す
る
こ
と
と
す
る
。

一

公
害
防
止
条
例
第
四
十
八
条
第
一
項
及
び
第
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
騒
音
関
係
施
設
の
設
置
及
び
特
定
作
業
の
実
施
の
届
出
の
受
理
に
関
す
る
こ
と
。

二

公
害
防
止
条
例
第
五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
騒
音
関
係
施
設
及
び
特
定
作
業
の
変
更
の
届
出
の
受
理
に
関
す
る
こ
と
。

三

公
害
防
止
条
例
第
五
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
騒
音
の
防
止
の
方
法
、
騒
音
関
係
施
設
の
使
用
の
方
法
及
び
配
置
並
び
に
特
定
作
業
の
実
施
の
方
法
に
関
す
る
計
画
の
変
更

の
勧
告
に
関
す
る
こ
と
。

四

公
害
防
止
条
例
第
五
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
氏
名
等
の
変
更
、
騒
音
関
係
施
設
の
使
用
の
廃
止
及
び
特
定
作
業
の
実
施
の
廃
止
の
届
出
の
受
理
に
関
す
る
こ
と
。

五

公
害
防
止
条
例
第
五
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
地
位
の
承
継
の
届
出
の
受
理
に
関
す
る
こ
と
。

六

公
害
防
止
条
例
第
五
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
騒
音
の
防
止
の
方
法
の
改
善
並
び
に
騒
音
関
係
施
設
の
使
用
の
方
法
及
び
配
置
の
変
更
並
び
に
特
定
作
業
の
実
施
の

方
法
の
変
更
の
勧
告
並
び
に
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
改
善
の
命
令
に
関
す
る
こ
と
。
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七

公
害
防
止
条
例
第
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
拡
声
機
の
使
用
の
方
法
の
改
善
及
び
騒
音
の
防
止
の
方
法
の
改
善
の
勧
告
並
び
に
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
改
善

の
命
令
に
関
す
る
こ
と
。

八

公
害
防
止
条
例
第
五
十
八
条
の
四
第
一
項
及
び
第
五
十
八
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
振
動
関
係
施
設
の
設
置
の
届
出
の
受
理
に
関
す
る
こ
と
。

九

公
害
防
止
条
例
第
五
十
八
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
振
動
関
係
施
設
の
変
更
の
届
出
の
受
理
に
関
す
る
こ
と
。

十

公
害
防
止
条
例
第
五
十
八
条
の
七
の
規
定
に
よ
る
振
動
の
防
止
の
方
法
並
び
に
振
動
関
係
施
設
の
使
用
の
方
法
及
び
配
置
に
関
す
る
計
画
の
変
更
の
勧
告
に
関
す
る
こ
と
。

十
一

公
害
防
止
条
例
第
五
十
八
条
の
八
の
規
定
に
よ
る
氏
名
等
の
変
更
及
び
振
動
関
係
施
設
の
使
用
の
廃
止
の
届
出
の
受
理
に
関
す
る
こ
と
。

十
二

公
害
防
止
条
例
第
五
十
八
条
の
九
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
地
位
の
承
継
の
届
出
の
受
理
に
関
す
る
こ
と
。

十
三

公
害
防
止
条
例
第
五
十
八
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
振
動
の
防
止
の
方
法
の
改
善
並
び
に
振
動
関
係
施
設
の
使
用
の
方
法
及
び
配
置
の
変
更
の
勧
告
並
び
に
同
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
改
善
の
命
令
に
関
す
る
こ
と
。

十
四

前
各
号
に
掲
げ
る
事
務
に
係
る
公
害
防
止
条
例
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収
及
び
立
入
検
査
に
関
す
る
こ
と
。

第
二
十
四
条
を
第
二
十
三
条
と
し
、
第
二
十
五
条
か
ら
第
二
十
七
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾
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青
森
県
条
例
第
五
十
七
号

任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例

(

平
成
十
三
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
六
十
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
四
項
中

｢

指
定
職
俸
給
表
十
二
号
俸｣

を

｢

指
定
職
俸
給
表
十
一
号
俸｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
五
十
八
号

任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例

(

平
成
十
四
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
八
十
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
三
項
中

｢

指
定
職
俸
給
表
十
二
号
俸｣

を

｢

指
定
職
俸
給
表
十
一
号
俸｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
五
十
九
号

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例

(

昭
和
二
十
六
年
七
月
青
森
県
条
例
第
三
十
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
八
条
第
一
項
中

｢

、
人
事
委
員
会
が
定
め
る
日｣

を

｢

、
毎
年
十
一
月
か
ら
翌
年
三
月
ま
で
の
各
月
の
初
日｣

に
、

｢

第
四
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ｣

を

｢

こ
の
条
に
お

い
て

｢

支
給
対
象
職
員｣

と
い
う｣
に
改
め
、
後
段
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中

｢

北
海
道
又
は｣

を

｢

北
海
道

(

人
事
委
員
会
が
定
め
る
地
域
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

同
じ
。)

又
は｣

に
、

｢

基
準
額
に
、
在
勤
地
域
の
区
分
及
び
基
準
日

(

基
準
日
の
翌
日
か
ら
前
項
後
段
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
が
定
め
る
日
ま
で
の
間
に
新
た
に
職
員
と
な

つ
た
者
に
あ
つ
て
は
、
職
員
と
な
つ
た
日
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。)

｣

を

｢

次
の
表
に
掲
げ
る
地
域
の
区
分
及
び
基
準
日｣

に
、

｢

応
じ
た
次
の
表
に
掲
げ
る
額
を
加

算
し
た
額｣

を

｢

応
じ
、
同
表
に
掲
げ
る
額｣

に
改
め
、
同
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第
十
八
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
人
事
委
員
会
が
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
支
給
対
象
職
員
の
寒
冷
地
手
当
の
額
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
額
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
、
人
事

委
員
会
が
定
め
る
額
と
す
る
。

第
十
八
条
第
四
項
及
び
第
五
項
を
削
り
、
同
条
第
六
項
中

｢

第
二
項
か
ら
前
項
ま
で｣

を

｢

前
二
項｣

に
、

｢

を
除
く
ほ
か｣

を

｢

の
ほ
か｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項

と
す
る
。

別
表
第
四
の
ハ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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附

則

(

施
行
期
日
等)

１

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例

(

以
下

｢

改
正
後
の
条
例｣

と
い
う
。)

第
十
八
条
の
規
定
は
、
平
成
十
六
年
十
一
月
一

日
か
ら
適
用
す
る
。

(

教
育
職
給
料
表
�
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
職
務
の
級
の
切
替
え)

２

こ
の
条
例
の
施
行
の
日

(
以
下

｢

施
行
日｣

と
い
う
。)

の
前
日
に
お
い
て
改
正
前
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例

(

以
下

｢

改
正
前
の
条
例｣

と
い
う
。)

の
教
育
職
給

料
表
�
の
適
用
を
受
け
て
い
た
職
員
で
施
行
日
に
お
い
て
改
正
後
の
条
例
の
教
育
職
給
料
表
�
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
も
の
の
施
行
日
に
お
け
る
職
務
の
級

(

以
下

｢

新
級｣

と
い
う
。)

は
、
施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
者
が
属
し
て
い
た
職
務
の
級

(

以
下

｢

旧
級｣

と
い
う
。)

に
対
応
す
る
附
則
別
表
の
新
級
欄
に
定
め
る
職

務
の
級
と
す
る
。

(

教
育
職
給
料
表
�
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
号
給
の
切
替
え
等)

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
新
級
を
決
定
さ
れ
る
職
員

(

附
則
第
五
項
に
規
定
す
る
職
員
を
除
く
。)

の
施
行
日
に
お
け
る
号
給

(

次
項
に
お
い
て

｢

新
号
給｣

と
い
う
。)

は
、

施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
そ
の
者
が
受
け
て
い
た
号
給

(

次
項
に
お
い
て

｢
旧
号
給｣

と
い
う
。)

と
同
じ
号
数
の
号
給
と
す
る
。

４

前
項
の
規
定
に
よ
り
新
号
給
を
決
定
さ
れ
る
職
員
に
対
す
る
施
行
日
以
降
に
お
け
る
最
初
の
改
正
後
の
条
例
第
四
条
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項
た
だ
し
書
又
は
職
員
の
給
与

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

平
成
十
二
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
百
七
十
一
号
。
附
則
第
六
項
に
お
い
て

｢

平
成
十
二
年
改
正
条
例｣

と
い
う
。)

附
則
第
五

項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
旧
号
給
を
受
け
て
い
た
期
間

(

人
事
委
員
会
の
定
め
る
職
員
に
あ
っ
て
は
、
人
事
委
員
会
の
定
め
る
期
間)

を
新
号
給
を
受
け
る
期
間
に
通

算
す
る
。

(

教
育
職
給
料
表
�
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
職
務
の
級
に
お
け
る
最
高
の
号
給
を
超
え
る
給
料
月
額
の
切
替
え
等)

― ―9



５

附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
新
級
を
決
定
さ
れ
る
職
員
の
う
ち
、
施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
旧
級
に
お
け
る
最
高
の
号
給
を
超
え
る
給
料
月
額
を
受
け
て
い
た
職
員
の
施
行

日
に
お
け
る
給
料
月
額
及
び
こ
れ
を
受
け
る
期
間
に
通
算
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
期
間
は
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
。

(
職
員
が
受
け
て
い
た
号
給
等
の
基
礎)

６

附
則
第
二
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
職
員
が
属
し
て
い
た
職
務
の
級
及
び
そ
の
者
が
受
け
て
い
た
号
給
又
は
給
料
月
額
は
、
改
正
前
の
条
例
又
は
平

成
十
二
年
改
正
条
例
附
則
第
四
項
若
し
く
は
第
五
項
及
び
こ
れ
ら
に
基
づ
く
人
事
委
員
会
規
則
の
規
定
に
従
っ
て
定
め
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

寒
冷
地
手
当
に
関
す
る
経
過
措
置)

７

こ
の
項
か
ら
附
則
第
十
二
項
ま
で
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

旧
寒
冷
地

平
成
十
六
年
十
月
一
日

(
以
下

｢

旧
基
準
日｣

と
い
う
。)

に
お
け
る
改
正
前
の
条
例
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
寒
冷
地
を
い
う
。

二

新
寒
冷
地

改
正
後
の
条
例
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
寒
冷
地
を
い
う
。

三

経
過
措
置
対
象
職
員

旧
基
準
日
か
ら
引
き
続
き
新
寒
冷
地

(

旧
寒
冷
地
に
該
当
す
る
地
域
に
限
る
。)

に
在
勤
す
る
職
員
を
い
う
。

四

基
準
在
勤
地
域

経
過
措
置
対
象
職
員
が
旧
基
準
日
以
降
に
お
い
て
在
勤
し
た
こ
と
の
あ
る
旧
寒
冷
地
の
う
ち
、
改
正
前
の
条
例
第
十
八
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定

(

以
下
こ
の
項
に
お
い
て

｢

旧
算
出
規
定｣

と
い
う
。)

を
適
用
し
た
と
し
た
な
ら
ば
算
出
さ
れ
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
寒
冷
地
手
当
の
額
が
最
も
少
な
く
な
る
旧

寒
冷
地
を
い
う
。

五

基
準
世
帯
等
区
分

経
過
措
置
対
象
職
員
の
旧
基
準
日
以
降
に
お
け
る
世
帯
等
の
区
分

(
改
正
前
の
条
例
第
十
八
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
世
帯
等
の
区
分
を

い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。)

の
う
ち
、
旧
算
出
規
定
を
適
用
し
た
と
し
た
な
ら
ば
算
出
さ
れ
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
寒
冷
地
手
当
の
額
が
最
も
少
な
く

な
る
世
帯
等
の
区
分
を
い
う
。

六

み
な
し
寒
冷
地
手
当
基
礎
額

経
過
措
置
対
象
職
員
に
つ
き
、
改
正
後
の
条
例
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
準
日

(

以
下

｢

基
準
日｣

と
い
う
。)

に
お
け
る
そ
の

― ―10



基
準
在
勤
地
域
を
そ
の
在
勤
す
る
地
域
と
、
そ
の
基
準
世
帯
等
区
分
を
そ
の
世
帯
等
の
区
分
と
み
な
し
て
、
旧
算
出
規
定
を
適
用
し
た
と
し
た
な
ら
ば
算
出
さ
れ
る
寒
冷
地

手
当
の
額
を
五
で
除
し
て
得
た
額
を
い
う
。

８

基
準
日

(

そ
の
属
す
る
月
が
平
成
十
六
年
十
一
月
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
ま
で
の
も
の
に
限
る
。)

に
お
い
て
経
過
措
置
対
象
職
員
で
あ
る
者
に
対
し
て
は
、
み
な
し
寒

冷
地
手
当
基
礎
額
か
ら
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
基
準
日
の
属
す
る
月
の
区
分
に
応
じ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額
を
減
じ
た
額

(

以
下
こ
の
項
に
お
い
て

｢

特
例
支
給
額｣

と

い
う
。)

が
、
そ
の
者
に
つ
き
改
正
後
の
条
例
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
を
適
用
し
た
と
し
た
な
ら
ば
算
出
さ
れ
る
寒
冷
地
手
当
の
額
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
同
条

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
例
支
給
額
の
寒
冷
地
手
当
を
支
給
す
る
。

９

改
正
後
の
条
例
第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
寒
冷
地
手
当
を
支
給
さ
れ
る
経
過
措
置
対
象
職
員
で
あ
る
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
改
正
後
の
条
例
第
十
八
条
第
三
項
中

｢

前
項｣

と
あ
る
の
は
、

｢

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

平
成
十
六
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
五
十
九

号)

附
則
第
八
項｣

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

10

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
寒
冷
地
手
当
を
支
給
さ
れ
る
経
過
措
置
対
象
職
員
で
あ
る
者

(

以
下
こ
の
項
に
お
い
て

｢

支
給
対
象
職
員｣

と
い
う
。)

と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
基
準
日
に
お
い
て
支
給
対
象
職
員
以
外
の
経
過
措
置
対
象
職
員
で
あ
る
者
及
び
人
事
委
員
会
が
必
要
と
認
め
る
者
に
対
し
て
は
、
改
正
後
の
条
例
第
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十
八
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
人
事
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
二
項
の
規
定
に
準
じ
て
、
寒
冷
地
手
当
を
支
給
す
る
。

11

国
又
は
他
の
地
方
公
共
団
体
の
職
員
そ
の
他
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
で
あ
っ
た
者
が
、
旧
基
準
日
の
翌
日
以
降
に
引
き
続
き
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な

り
、
旧
寒
冷
地
に
在
勤
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
任
用
の
事
情
、
旧
基
準
日
か
ら
当
該
在
勤
す
る
こ
と
と
な
っ
た
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
勤
務
地
等
を
考

慮
し
て
前
三
項
の
規
定
に
よ
り
寒
冷
地
手
当
を
支
給
さ
れ
る
経
過
措
置
対
象
職
員
で
あ
る
者
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
基
準
日
に
お
い
て
当
該
職
員

で
あ
る
者
に
対
し
て
は
、
改
正
後
の
条
例
第
十
八
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
人
事
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
三
項
の
規
定
に
準
じ
て
、
寒
冷
地
手
当
を
支
給
す

る
。

12

附
則
第
八
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
寒
冷
地
手
当
を
支
給
す
る
場
合
に
お
け
る
改
正
後
の
条
例
第
十
八
条
第
四
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中｢

前
二
項｣

と
あ
る
の
は
、

｢

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

平
成
十
六
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
五
十
九
号)

附
則
第
八
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で｣

と
す
る
。

(

人
事
委
員
会
規
則
へ
の
委
任)

13

附
則
第
二
項
か
ら
前
項
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
。
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職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
六
十
号

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例

(

昭
和
二
十
八
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
六
十
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

37

平
成
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
二
十
年
以
上
勤
続
し
て
退
職
し
た
者

(

そ
の
者
の
非
違
に
よ
る
こ
と
な
く
勧
奨
を
受
け

て
退
職
し
た
者
で
あ
つ
て
任
命
権
者
が
知
事
の
承
認
を
得
た
も
の
に
限
る
。)

で
あ
つ
て
、
そ
の
者
の
退
職
の
日
の
属
す
る
年
度
の
末
日
に
お
け
る
年
齢
が
退
職
の
日
に
お
い

て
定
め
ら
れ
て
い
る
そ
の
者
に
係
る
定
年
か
ら
二
十
年
を
減
じ
た
年
齢
以
上
で
あ
る
も
の

(

そ
の
年
齢
が
退
職
の
日
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
そ
の
者
に
係
る
定
年
か
ら
四

年
を
減
じ
た
年
齢
以
上
で
あ
る
も
の
を
除
く
。)

に
対
す
る
第
四
条
第
一
項
及
び
第
五
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中

｢

給
料
月
額｣

と
あ
る
の

は
、

｢

給
料
月
額
に
百
分
の
百
十
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
当
該
給
料
月
額
に
退
職
の
日
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
そ
の
者
に
係
る
定
年
と
退
職
の
日
の
属
す
る
年
度
の
末
日

に
お
け
る
そ
の
者
の
年
齢
と
の
差
に
相
当
す
る
年
数

(

当
該
年
数
が
十
五
年
を
超
え
る
場
合
は
、
十
五
年)

一
年
に
つ
き
百
分
の
二
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額｣

と
す
る
。

38

前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
に
つ
い
て
は
、
第
五
条
の
二
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

― ―13



市
町
村
の
合
併
に
伴
う
青
森
県
行
政
機
関
設
置
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
六
十
一
号

市
町
村
の
合
併
に
伴
う
青
森
県
行
政
機
関
設
置
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

青
森
県
行
政
機
関
設
置
条
例
の
一
部
改
正)

第
一
条

青
森
県
行
政
機
関
設
置
条
例

(
昭
和
三
十
六
年
一
月
青
森
県
条
例
第
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
の
表
五
所
川
原
県
税
事
務
所
の
項
、
第
三
条
第
二
項
の
表
西
北
地
方
健
康
福
祉
こ
ど
も
セ
ン
タ
ー
の
項
、
第
四
条
の
表
五
所
川
原
保
健
所
の
項
、
第
五
条
第

二
項
の
表
田
舎
館
食
肉
衛
生
検
査
所
の
項
、
第
七
条
第
三
項
の
表
西
北
地
方
福
祉
事
務
所
の
項
、
第
八
条
の
表
青
森
県
五
所
川
原
児
童
相
談
所
の
項
及
び
第
九
条
第
一
項
の
表

青
森
県
農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
病
害
虫
防
除
室
の
項
中

｢

五
所
川
原
市
、｣

の
下
に

｢

つ
が
る
市
、｣

を
加
え
る
。

第
十
条
第
二
項
の
表
西
地
方
農
林
水
産
事
務
所
の
項
中

｢

西
津
軽
郡

｣

を

｢

つ
が
る
市
、
西
津
軽
郡

｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
の
表
上
北
地
方
農
林

水
産
事
務
所
の
項
中

｢

、
十
和
田
湖
町｣

を
削
り
、
同
表
西
地
方
農
林
水
産
事
務
所
の
項
中

｢

西
津
軽
郡｣

を

｢

つ
が
る
市
、
西
津
軽
郡｣

に
改
め
、
同
条
第
五
項
の
表
西
地

方
農
林
水
産
事
務
所
の
項
中

｢

五
所
川
原
市｣

の
下
に

｢

、
つ
が
る
市｣

を
加
え
、
同
条
第
七
項
の
表
西
地
方
農
林
水
産
事
務
所
の
項
中

｢

西
津
軽
郡

(

森
田
村
、
柏
村
及
び

稲
垣
村
を
除
く
。)

｣

を

｢

つ
が
る
市
、
西
津
軽
郡｣

に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
一
項
の
表
西
地
方
農
林
水
産
事
務
所
木
造
家
畜
保
健
衛
生
所
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

― ―14



第
十
二
条
第
二
項
の
表
鰺
ケ
沢
県
土
整
備
事
務
所
の
項
中

｢

西
津
軽
郡

｣

を

｢

つ
が
る
市
、
西
津
軽
郡

｣

に
改
め
る
。

(

青
森
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正)

第
二
条

青
森
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例

(

平
成
十
一
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
五
十
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
六
条
を
削
り
、
第
二
十
五
条
を
第
二
十
六
条
と
し
、
第
二
十
四
条
を
第
二
十
五
条
と
し
、
第
二
十
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

青
森
県
公
共
下
水
道
条
例
等
に
基
づ
く
事
務)

第
二
十
四
条

青
森
県
公
共
下
水
道
条
例

(

平
成
三
年
三
月
青
森
県
条
例
第
二
号
。
以
下

｢

下
水
道
条
例｣

と
い
う
。)

及
び
下
水
道
条
例
の
施
行
の
た
め
の
規
則
に
基
づ
く

事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
は
、
十
和
田
市
が
処
理
す
る
こ
と
と
す
る
。

一

下
水
道
条
例
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
公
共
下
水
道
の
使
用
の
開
始
、
休
止
及
び
廃
止
並
び
に
使
用
の
再
開
の
届
出
の
受
理
に
関
す
る
こ
と
。

二

下
水
道
条
例
第
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収
に
関
す
る
こ
と
。

(

青
森
県
職
業
能
力
開
発
校
及
び
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
条
例
の
一
部
改
正)

第
三
条

青
森
県
職
業
能
力
開
発
校
及
び
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
条
例

(

昭
和
三
十
九
年
四
月
青
森
県
条
例
第
三
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
三
項
の
表
青
森
県
立
弘
前
高
等
技
術
専
門
校
木
造
校
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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(

青
森
県
地
域
農
業
改
良
普
及
セ
ン
タ
ー
設
置
条
例
の
一
部
改
正)

第
四
条

青
森
県
地
域
農
業
改
良
普
及
セ
ン
タ
ー
設
置
条
例

(

昭
和
三
十
九
年
四
月
青
森
県
条
例
第
四
十
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
項
の
表
青
森
県
十
和
田
地
域
農
業
改
良
普
及
セ
ン
タ
ー
の
項
中｢

七
戸
町

十
和
田
湖
町｣

を｢

七
戸
町｣

に
改
め
、
同
表
青
森
県
む
つ
地
域
農
業
改
良
普
及
セ
ン
タ
ー

の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
一
項
の
表
青
森
県
木
造
地
域
農
業
改
良
普
及
セ
ン
タ
ー
の
項
を
削
る
。

(

青
森
県
公
共
下
水
道
条
例
の
一
部
改
正)

第
五
条

青
森
県
公
共
下
水
道
条
例

(

平
成
三
年
三
月
青
森
県
条
例
第
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
表
中

｢

十
和
田
湖
町｣

を

｢

十
和
田
市｣

に
改
め
る
。

(

青
森
県
立
学
校
設
置
条
例
の
一
部
改
正)

第
六
条

青
森
県
立
学
校
設
置
条
例

(

昭
和
三
十
九
年
四
月
青
森
県
条
例
第
五
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

表
青
森
県
立
木
造
高
等
学
校
の
項
中

｢

西
津
軽
郡
木
造
町｣

を

｢

つ
が
る
市｣
に
改
め
、
同
表
青
森
県
立
三
本
木
高
等
学
校
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

表
青
森
県
立
十
和
田
西
高
等
学
校
の
項
を
削
り
、
同
表
青
森
県
立
森
田
養
護
学
校
の
項
中

｢

西
津
軽
郡
森
田
村｣

を

｢

つ
が
る
市｣

に
改
め
る
。

(

警
察
署
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正)
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第
七
条

警
察
署
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
に
関
す
る
条
例

(

昭
和
二
十
九
年
六
月
青
森
県
条
例
第
四
十
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

表
青
森
県
木
造
警
察
署
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

表
青
森
県
鰺
ケ
沢
警
察
署
の
項
中

｢

の
う
ち
、
鰺
ケ
沢
町
、
深
浦
町
、
岩
崎
村｣

を
削
り
、
同
表
青
森
県
十
和
田
警
察
署
の
項
中

｢

、
十
和
田
湖
町
、｣

を
削
る
。

(

青
森
県
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
の
一
部
改
正)

第
八
条

青
森
県
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例

(

昭
和
五
十
九
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
四
十
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。別

表
第
五
及
び
別
表
第
六
中

｢

東
津
軽
郡｣

を

｢
つ
が
る
市
、
東
津
軽
郡｣

に
改
め
る
。

附

則

(

施
行
期
日)

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
七
年
二
月
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
青
森
県
行
政
機
関
設
置
条
例
第
十
条
第
三
項
の
表
上
北
地
方
農
林
水
産
事
務
所
の
項
の
改

正
規
定
、
第
二
条
の
規
定
、
第
四
条
中
青
森
県
地
域
農
業
改
良
普
及
セ
ン
タ
ー
設
置
条
例
第
一
項
の
表
青
森
県
十
和
田
地
域
農
業
改
良
普
及
セ
ン
タ
ー
の
項
の
改
正
規
定
、
第

五
条
の
規
定
、
第
六
条
の
規
定

(

表
青
森
県
立
木
造
高
等
学
校
の
項
及
び
青
森
県
立
森
田
養
護
学
校
の
項
の
改
正
規
定
を
除
く
。)

、
第
七
条
中
表
青
森
県
十
和
田
警
察
署
の

項
の
改
正
規
定
及
び
次
項
の
規
定
は
、
平
成
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

経
過
措
置)

２

平
成
十
七
年
一
月
一
日
前
に
お
い
て
、
水
産
業
に
関
す
る
事
務
に
関
し
、
上
北
地
方
農
林
水
産
事
務
所
の
長
が
行
っ
た
行
政
処
分
そ
の
他
の
行
為
又
は
当
該
長
に
対
し
て
行
っ
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た
申
請
そ
の
他
の
行
為
の
う
ち
、
旧
十
和
田
湖
町
の
区
域
に
係
る
も
の
は
、
三
戸
地
方
農
林
水
産
事
務
所
の
長
が
行
っ
た
行
政
処
分
そ
の
他
の
行
為
又
は
当
該
長
に
対
し
て
行
っ

た
申
請
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。

３

平
成
十
七
年
二
月
十
一
日
前
に
お
い
て
、
西
地
方
農
林
水
産
事
務
所
木
造
家
畜
保
健
衛
生
所
の
長
が
行
っ
た
行
政
処
分
そ
の
他
の
行
為
又
は
当
該
長
に
対
し
て
行
っ
た
申
請

そ
の
他
の
行
為
は
、
西
地
方
農
林
水
産
事
務
所
つ
が
る
家
畜
保
健
衛
生
所
の
長
が
行
っ
た
行
政
処
分
そ
の
他
の
行
為
又
は
当
該
長
に
対
し
て
行
っ
た
申
請
そ
の
他
の
行
為
と
み

な
す
。

(

青
森
県
警
察
署
協
議
会
条
例
の
一
部
改
正)

４

青
森
県
警
察
署
協
議
会
条
例

(
平
成
十
三
年
三
月
青
森
県
条
例
第
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
中

｢

青
森
県
木
造
警
察
署
協
議
会｣
を

｢

青
森
県
つ
が
る
警
察
署
協
議
会｣

に
改
め
る
。

青
森
県
県
外
産
業
廃
棄
物
の
搬
入
に
係
る
事
前
協
議
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
六
十
二
号

青
森
県
県
外
産
業
廃
棄
物
の
搬
入
に
係
る
事
前
協
議
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
県
外
産
業
廃
棄
物
の
搬
入
に
係
る
事
前
協
議
等
に
関
す
る
条
例

(

平
成
十
四
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
七
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
号
中

｢

規
定
す
る
産
業
廃
棄
物｣

の
下
に

｢
(

使
用
済
自
動
車
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律

(
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
七
号)

第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る

使
用
済
自
動
車
、
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
解
体
自
動
車
及
び
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
特
定
再
資
源
化
物
品
で
あ
る
も
の
を
除
く
。)

｣

を
加
え
る
。
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附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
養
護
老
人
ホ
ー
ム
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
六
十
三
号

青
森
県
養
護
老
人
ホ
ー
ム
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
養
護
老
人
ホ
ー
ム
条
例

(

昭
和
三
十
九
年
四
月
青
森
県
条
例
第
三
十
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
二
項
の
表
青
森
県
立
釜
臥
荘
の
項
を
削
る
。

第
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(

定
員)

第
二
条

青
森
県
立
安
生
園
の
定
員
は
、
百
人
と
す
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
国
営
土
地
改
良
事
業
負
担
金
等
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。
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平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
六
十
四
号

青
森
県
国
営
土
地
改
良
事
業
負
担
金
等
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
国
営
土
地
改
良
事
業
負
担
金
等
徴
収
条
例

(

昭
和
三
十
六
年
三
月
青
森
県
条
例
第
十
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
の
表
国
営
八
戸
平
原
土
地
改
良
事
業
の
項
中｢

百
分
の
三
十
三
・
一
三｣

を｢

百
分
の
三
十
五
・
二
七｣

に
、｢

百
分
の
三
十
二
・
〇
九｣

を｢

百
分
の
四
十
・

三
六｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
県
営
土
地
改
良
事
業
分
担
金
等
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
六
十
五
号

青
森
県
県
営
土
地
改
良
事
業
分
担
金
等
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
県
営
土
地
改
良
事
業
分
担
金
等
徴
収
条
例

(

昭
和
三
十
六
年
三
月
青
森
県
条
例
第
十
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。
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二
十
九

中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業

事
業
費
の
百
分
の
十
二
・
五
に
相
当
す
る
額

第
六
条
第
一
項
中

｢

第
二
十
七
号
ま
で｣

の
下
に

｢

及
び
第
二
十
九
号｣

を
加
え
、

｢

中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業
、｣

を
削
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
都
市
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
六
十
六
号

青
森
県
都
市
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
都
市
公
園
条
例

(

昭
和
五
十
三
年
三
月
青
森
県
条
例
第
四
号)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
中

｢

第
五
条
第
二
項｣

を

｢

第
五
条
第
一
項｣

に
改
め
る
。

第
十
四
条
を
第
十
九
条
と
す
る
。

第
十
三
条
中

｢

一
に｣

を

｢

い
ず
れ
か
に｣

に
、

｢

一
万
円｣

を

｢

五
万
円｣

に
改
め
、
同
条
を
第
十
八
条
と
す
る
。

第
十
二
条
を
第
十
七
条
と
す
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中

｢

第
五
条
第
二
項｣

を

｢

第
五
条
第
一
項｣

に
改
め
、
同
条
を
第
十
六
条
と
す
る
。

第
十
条
の
次
に
次
の
五
条
を
加
え
る
。
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(

工
作
物
等
を
保
管
し
た
場
合
の
公
示
事
項)

第
十
一
条

法
第
二
十
七
条
第
五
項
の
条
例
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

保
管
し
た
工
作
物
そ
の
他
の
物
件
又
は
施
設

(

以
下

｢

工
作
物
等｣

と
い
う
。)

の
名
称
又
は
種
類
、
形
状
及
び
数
量

二

保
管
し
た
工
作
物
等
の
放
置
さ
れ
て
い
た
場
所
及
び
当
該
工
作
物
等
を
除
却
し
た
日
時

三

当
該
工
作
物
等
の
保
管
を
始
め
た
日
時
及
び
保
管
の
場
所

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
保
管
し
た
工
作
物
等
を
返
還
す
る
た
め
必
要
と
認
め
ら
れ
る
事
項

(

工
作
物
等
を
保
管
し
た
場
合
の
公
示
の
方
法)

第
十
二
条

法
第
二
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

前
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
、
保
管
を
始
め
た
日
か
ら
起
算
し
て
十
四
日
間
、
規
則
で
定
め
る
場
所
に
掲
示
す
る
こ
と
。

二

前
号
の
公
示
に
係
る
工
作
物
等
の
う
ち
特
に
貴
重
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
同
号
の
公
示
の
期
間
が
満
了
し
て
も
、
な
お
当
該
工
作
物
等
の
所
有
者
、
占
有
者

そ
の
他
当
該
工
作
物
等
に
つ
い
て
権
原
を
有
す
る
者

(

以
下

｢
所
有
者
等｣

と
い
う
。)

の
氏
名
及
び
住
所
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
公
示
の
要
旨
を
青
森

県
報
に
登
載
す
る
こ
と
。

２

知
事
は
、
前
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
公
示
を
行
う
と
と
も
に
、
保
管
工
作
物
等
一
覧
簿
を
規
則
で
定
め
る
場
所
に
備
え
付
け
、
か
つ
、
こ
れ
を
い
つ
で
も
関
係
者
に
自

由
に
閲
覧
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

工
作
物
等
の
価
額
の
評
価
の
方
法)

第
十
三
条

法
第
二
十
七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
工
作
物
等
の
価
額
の
評
価
は
、
当
該
工
作
物
等
の
購
入
又
は
製
作
に
要
す
る
費
用
、
使
用
年
数
、
損
耗
の
程
度
そ
の
他
当
該

工
作
物
等
の
価
額
の
評
価
に
関
す
る
事
情
を
勘
案
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
知
事
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
工
作
物
等
の
価
額
の
評
価
に
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関
し
専
門
的
知
識
を
有
す
る
者
の
意
見
を
聴
く
こ
と
が
で
き
る
。

(

保
管
し
た
工
作
物
等
を
売
却
す
る
場
合
の
手
続)

第
十
四
条

法
第
二
十
七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
保
管
し
た
工
作
物
等
の
売
却
は
、
競
争
入
札
に
付
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
競
争
入
札
に
付
し
て
も
入
札

者
が
な
い
工
作
物
等
そ
の
他
競
争
入
札
に
付
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
工
作
物
等
に
つ
い
て
は
、
随
意
契
約
に
よ
り
売
却
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

工
作
物
等
を
返
還
す
る
場
合
の
手
続)

第
十
五
条

知
事
は
、
保
管
し
た
工
作
物
等

(

法
第
二
十
七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
売
却
し
た
代
金
を
含
む
。)

を
当
該
工
作
物
等
の
所
有
者
等
に
返
還
す
る
と
き
は
、
返
還

を
受
け
る
者
に
そ
の
氏
名
及
び
住
所
を
証
す
る
に
足
り
る
書
類
を
提
示
さ
せ
る
等
の
方
法
に
よ
つ
て
そ
の
者
が
当
該
工
作
物
等
の
返
還
を
受
け
る
べ
き
所
有
者
等
で
あ
る
こ
と

を
証
明
さ
せ
、
か
つ
、
受
領
書
と
引
換
え
に
返
還
す
る
も
の
と
す
る
。

別
表
第
二
中

｢

第
十
一
条
関
係｣

を

｢

第
十
六
条
関
係｣

に
改
め
、
同
表
第
一
号
中

｢

第
五
条
第
二
項｣

を

｢

第
五
条
第
一
項｣

に
改
め
る
。

附

則

(

施
行
期
日)

１

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
三
条
の
改
正
規
定

(

同
条
を
第
十
八
条
と
す
る
部
分
を
除
く
。)

及
び
次
項
の
規
定
は
、
平
成
十
七
年
一
月
一

日
か
ら
施
行
す
る
。

(

青
い
森
セ
ン
ト
ラ
ル
パ
ー
ク
条
例
の
一
部
改
正)

２

青
い
森
セ
ン
ト
ラ
ル
パ
ー
ク
条
例

(

平
成
十
五
年
三
月
青
森
県
条
例
第
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
中

｢

一
万
円｣

を

｢

五
万
円｣

に
改
め
る
。
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青
森
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
六
十
七
号

青
森
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
屋
外
広
告
物
条
例

(
昭
和
五
十
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
四
十
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中｢

第
百
八
十
九
号｣

の
下
に｢

。
以
下｢

法｣

と
い
う
。｣

を
加
え
、｢

美
観
風
致｣

を｢

良
好
な
景
観
を
形
成
し
、
若
し
く
は
風
致｣

に
、｢

及
び｣

を｢

又
は｣

に
改
め
る
。

第
四
条
第
一
号
中

｢

美
観
地
区｣

を

｢

景
観
地
区｣
に
改
め
る
。

第
五
条
第
十
一
号
中

｢

美
観
風
致｣

を

｢

良
好
な
景
観
を
形
成
し
、
又
は
風
致｣

に
改
め
る
。

第
九
条
第
二
項
及
び
第
十
七
条
第
一
項
中

｢

美
観
風
致｣

を

｢

良
好
な
景
観
を
形
成
し
、
若
し
く
は
風
致｣

に
改
め
る
。

第
三
十
三
条
を
第
三
十
八
条
と
す
る
。

第
三
十
二
条
中

｢

第
二
十
条
第
一
項｣

を

｢

第
二
十
六
条
第
一
項｣

に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
七
条
と
す
る
。

第
三
十
一
条
中

｢

一
に｣

を

｢

い
ず
れ
か
に｣

に
改
め
、
同
条
第
五
号
中

｢

第
二
十
三
条
第
一
項｣

を

｢

第
二
十
九
条
第
一
項｣

に
改
め
、
同
条
第
六
号
中

｢

第
二
十
三
条
第

二
項｣

を

｢

第
二
十
九
条
第
二
項｣

に
改
め
、
同
条
第
七
号
中

｢

第
二
十
五
条
第
二
項｣

を

｢

第
三
十
一
条
第
二
項｣

に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
六
条
と
す
る
。

第
三
十
条
を
第
三
十
五
条
と
し
、
第
二
十
九
条
を
第
三
十
四
条
と
す
る
。

第
二
十
八
条
を
削
る
。
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第
二
十
七
条
第
一
項
中

｢

第
二
十
四
条
第
一
項｣

を

｢

第
三
十
条
第
一
項｣

に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
三
条
と
す
る
。

第
二
十
六
条
中

｢

美
観
風
致｣

を

｢

良
好
な
景
観
を
形
成
し
、
若
し
く
は
風
致｣

に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
二
条
と
す
る
。

第
二
十
五
条
を
第
三
十
一
条
と
し
、
第
二
十
四
条
を
第
三
十
条
と
す
る
。

第
二
十
三
条
第
一
項
第
三
号
中

｢

第
二
十
五
条
第
一
項｣

を

｢

第
三
十
一
条
第
一
項｣

に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
九
条
と
す
る
。

第
二
十
二
条
を
第
二
十
八
条
と
し
、
第
二
十
一
条
を
第
二
十
七
条
と
す
る
。

第
二
十
条
第
一
項
中

｢

美
観
風
致｣

を

｢

良
好
な
景
観
を
形
成
し
、
若
し
く
は
風
致｣

に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
六
条
と
す
る
。

第
十
九
条
の
次
に
次
の
六
条
を
加
え
る
。

(

広
告
物
等
を
保
管
し
た
場
合
の
公
示
事
項)

第
二
十
条

法
第
八
条
第
二
項
の
条
例
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

保
管
し
た
広
告
物
又
は
広
告
物
を
掲
出
す
る
物
件
の
名
称
又
は
種
類
及
び
数
量

二

保
管
し
た
広
告
物
又
は
広
告
物
を
掲
出
す
る
物
件
の
放
置
さ
れ
て
い
た
場
所
及
び
当
該
広
告
物
又
は
広
告
物
を
掲
出
す
る
物
件
を
除
却
し
た
日
時

三

当
該
広
告
物
又
は
広
告
物
を
掲
出
す
る
物
件
の
保
管
を
始
め
た
日
時
及
び
保
管
の
場
所

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
保
管
し
た
広
告
物
又
は
広
告
物
を
掲
出
す
る
物
件
を
返
還
す
る
た
め
必
要
と
認
め
ら
れ
る
事
項

(

広
告
物
等
を
保
管
し
た
場
合
の
公
示
の
方
法)

第
二
十
一
条

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

前
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
、
保
管
を
始
め
た
日
か
ら
起
算
し
て
十
四
日
間

(

法
第
八
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
広
告
物
に
つ
い
て
は
、
二
日
間)

、
知
事
が
指
定

す
る
場
所
に
掲
示
す
る
こ
と
。
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二

法
第
八
条
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
広
告
物
又
は
掲
出
物
件
に
つ
い
て
は
、
前
号
の
公
示
の
期
間
が
満
了
し
て
も
、
な
お
当
該
広
告
物
又
は
掲
出
物
件
の
所
有
者
、
占

有
者
そ
の
他
当
該
広
告
物
又
は
掲
出
物
件
に
つ
い
て
権
原
を
有
す
る
者

(

以
下

｢

所
有
者
等｣

と
い
う
。)

の
氏
名
及
び
住
所
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
公

示
の
要
旨
を
公
報
に
掲
載
し
、
又
は
公
共
掲
示
板
に
表
示
す
る
こ
と
。

２

知
事
は
、
前
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
公
示
を
行
う
と
と
も
に
、
保
管
物
件
一
覧
簿
を
知
事
が
指
定
す
る
場
所
に
備
え
付
け
、
か
つ
、
こ
れ
を
い
つ
で
も
関
係
者
に
自
由

に
閲
覧
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

広
告
物
等
の
価
額
の
評
価
の
方
法)

第
二
十
二
条

法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
広
告
物
又
は
広
告
物
を
掲
出
す
る
物
件
の
価
額
の
評
価
は
、
取
引
の
実
例
価
格
、
当
該
広
告
物
又
は
広
告
物
を
掲
出
す
る
物
件

の
使
用
期
間
、
損
耗
の
程
度
そ
の
他
当
該
広
告
物
又
は
広
告
物
を
掲
出
す
る
物
件
の
価
額
の
評
価
に
関
す
る
事
情
を
勘
案
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
知

事
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
広
告
物
又
は
広
告
物
を
掲
出
す
る
物
件
の
価
額
の
評
価
に
関
し
専
門
的
知
識
を
有
す
る
者
の
意
見
を
聴
く
こ
と
が
で
き
る
。

(

保
管
し
た
広
告
物
等
を
売
却
す
る
場
合
の
手
続)

第
二
十
三
条

法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
保
管
し
た
広
告
物
又
は
広
告
物
を
掲
出
す
る
物
件
の
売
却
は
、
競
争
入
札
に
付
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
競

争
入
札
に
付
し
て
も
入
札
者
が
な
い
広
告
物
又
は
広
告
物
を
掲
出
す
る
物
件
そ
の
他
競
争
入
札
に
付
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
広
告
物
又
は
広
告
物
を
掲
出
す

る
物
件
に
つ
い
て
は
、
随
意
契
約
に
よ
り
売
却
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

公
示
の
日
か
ら
売
却
可
能
と
な
る
ま
で
の
期
間)

第
二
十
四
条

法
第
八
条
第
三
項
各
号
の
条
例
で
定
め
る
期
間
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

法
第
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
除
却
さ
れ
た
広
告
物

二
日

二

特
に
貴
重
な
広
告
物
又
は
広
告
物
を
掲
出
す
る
物
件

三
月
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三

前
二
号
に
掲
げ
る
広
告
物
又
は
広
告
物
を
掲
出
す
る
物
件
以
外
の
広
告
物
又
は
広
告
物
を
掲
出
す
る
物
件

十
四
日

(

広
告
物
等
を
返
還
す
る
場
合
の
手
続)

第
二
十
五
条

知
事
は
、
保
管
し
た
広
告
物
又
は
広
告
物
を
掲
出
す
る
物
件

(

法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
売
却
し
た
代
金
を
含
む
。)

を
当
該
広
告
物
又
は
広
告
物
を
掲

出
す
る
物
件
の
所
有
者
等
に
返
還
す
る
と
き
は
、
返
還
を
受
け
る
者
に
そ
の
氏
名
及
び
住
所
を
証
す
る
に
足
り
る
書
類
を
提
示
さ
せ
る
等
の
方
法
に
よ
つ
て
そ
の
者
が
当
該
広

告
物
又
は
広
告
物
を
掲
出
す
る
物
件
の
返
還
を
受
け
る
べ
き
所
有
者
等
で
あ
る
こ
と
を
証
明
さ
せ
、
か
つ
、
受
領
書
と
引
換
え
に
返
還
す
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
条
第
一
号
の
改
正
規
定
は
、
景
観
法

(

平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
号)

附
則
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
日
か
ら
施
行

す
る
。

青
森
県
議
会
議
員
の
選
挙
区
の
特
例
に
関
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
六
十
八
号

青
森
県
議
会
議
員
の
選
挙
区
の
特
例
に
関
す
る
条
例

(

市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
議
員
の
選
挙
区
の
特
例)

第
一
条

平
成
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
る
市
町
村
の
合
併

(
地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
七
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
も
の
に
限
る
。)

に
よ
り
郡
市
の
区
域
の
変
更
を
生
ず
る
場
合
に
お
け
る
青
森
県
議
会
の
議
員

(

以
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下

｢

議
員｣

と
い
う
。)

の
選
挙
区
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
四
十
年
法
律
第
六
号)

第
十
五
条
第
一
項

(

附
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
り
、
当
該
市
町
村
の
合
併
が
行
わ
れ
た
日
か
ら
平
成
十
五
年
四
月
十
三
日
に
行
わ
れ
た
一
般

選
挙
に
よ
り
選
挙
さ
れ
た
議
員
の
任
期
が
終
わ
る
日
ま
で
の
間
に
限
り
、
な
お
従
前
の
選
挙
区
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

(

市
町
村
の
合
併
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
議
員
の
選
挙
区
の
特
例)

第
二
条

平
成
十
七
年
四
月
一
日
以
後
に
行
わ
れ
る
市
町
村
の
合
併

(

地
方
自
治
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
同
日
以
後
に
行
わ
れ
た
も
の
に
限
る
。)

に
よ
り
郡

市
の
区
域
の
変
更
を
生
ず
る
場
合
に
お
け
る
議
員
の
選
挙
区
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
の
合
併
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律

(

平
成
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号)

第
二
十
一
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
市
町
村
の
合
併
が
行
わ
れ
た
日
か
ら
平
成
十
五
年
四
月
十
三
日
に
行
わ
れ
た
一
般
選
挙
に
よ
り
選
挙
さ
れ
た
議
員
の
任
期
が
終
わ
る
日
ま
で
の
間
に

限
り
、
な
お
従
前
の
選
挙
区
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
条
例
中
第
一
条
の
規
定
は
平
成
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
、
第
二
条
の
規
定
は
同
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
議
会
委
員
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
六
十
九
号

青
森
県
議
会
委
員
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
議
会
委
員
会
条
例

(

昭
和
三
十
一
年
九
月
青
森
県
条
例
第
三
十
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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第
二
条
の
表
商
工
観
光
労
働
委
員
会
の
項
及
び
第
十
八
条
中

｢

地
方
労
働
委
員
会｣

を

｢

労
働
委
員
会｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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